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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が制御対象とする制御対象物を抽出する制御対象物抽出装置であって、
　自車両の進行方向における監視対象領域に存在する１または複数の物体の検出結果を取
得する物体検出結果取得手段と、
　過去における各物体までの相対位置の検出結果を参照して各物体の挙動を追跡する追跡
手段と、
　前記１または複数の物体のうちから自車両に対して先行して走行する先行車両を抽出す
る先行車両抽出手段と、
　前記監視対象領域のうちの自車両と先行車両との間の領域である車両間領域に位置する
１または複数の物体である対象物候補を抽出する候補抽出手段と、
　前記各対象物候補のうちの前記追跡手段によって追跡が開始されてからの時間を表す追
跡時間が予め設定された追跡基準時間以上である対象物候補を前記制御対象物として抽出
するよう設定し、前記追跡時間が前記追跡基準時間未満である対象物候補を前記制御対象
物として抽出しないよう設定する対象物判定手段と、
　を備えたことを特徴とする制御対象物抽出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御対象物抽出装置において、
　前記対象物判定手段は、前記制御対象物として抽出しないように設定した対象物候補に
ついては、以後、前記制御対象物としては抽出しないこと
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　を特徴とする制御対象物抽出装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の制御対象物抽出装置において、
　自車両の速度および前記追跡手段による各物体の挙動の追跡結果から演算される各物体
に対する相対速度に基づいて、前記各物体が静止しているか否かを判定する静止判定手段
、を備え、
　前記対象物判定手段は、前記追跡時間が前記追跡基準時間未満である対象物候補であっ
ても、静止していない対象物候補を前記制御対象物として抽出するよう設定すること
　を特徴とする制御対象物抽出装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れかに記載の制御対象物抽出装置において、
　前記追跡手段による各物体の挙動の追跡結果に基づき前記先行車両までの相対距離と前
記各物体までの相対距離とを時系列に従って比較することによって、前記各物体が自車両
の走行車線上に位置する状態で前記車両間領域外から前記車両間領域内に進入したことを
検出する進入検出手段、を備え、
　前記対象物判定手段は、前記各対象物候補のうちの前記追跡時間が前記追跡基準時間以
上である対象物候補であっても、前記進入検出手段によって進入したことが検出された物
体である対象物候補を前記制御対象物として抽出しないよう設定すること
　を特徴とする制御対象物抽出装置。
【請求項５】
　制御対象物の運動状態に応じて自車両の運動状態を制御する車両制御手段を備えた車両
制御装置であって、
　前記制御対象物を抽出する手段として、請求項１～請求項４の何れかに記載の制御対象
物抽出装置を備えたこと
　を特徴とする車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両が制御対象とする制御対象物を抽出する制御対象物抽出装置および車
両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自車両が物体と衝突することを防止したり、自車両の前方を先行して走行する先行車両
との車間距離を一定に保って自動走行したりする際に、車両の制御を行うか否かの基準と
する制御対象物（障害物や先行車両）を抽出する制御対象物抽出装置が知られている。こ
のような制御対象物抽出装置においては、複数の物体を検出し、ある物体の周囲に設けた
判定領域を他の物体が通過したときに、これらの物体のうちの絶対速度が小さな物体、ま
たは自車両に接近してくる物体を制御対象物から除外する技術が開示されている（例えば
、特許文献１参照）。
【０００３】
　この技術では、例えば、先行車両がマンホールの上を通過したときに、先行車両の周囲
の判定領域を他の物体であるマンホールが通過したことを検出し、絶対速度が小さな物体
、または自車両に接近してくる物体としてのマンホールを制御対象物から除外できるとし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４２１０６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、自車両および先行車両が直線道路を走行中の場合、マンホールは先行車
両の陰に入るため、先行車両がマンホールを通過した後でしかマンホールを検出すること
ができない。つまり、上記技術では、マンホールが先行車両の周囲の判定領域を通過した
後でしかマンホールを検出できない虞があり、この場合には、判定領域を他の物体（マン
ホール）が通過したことを検出できない。よって、自車両においてマンホールを制御対象
物から除外できない虞がある。
【０００６】
　そこで、制御対象物を抽出する制御対象物抽出装置において、マンホール等、先行車両
の陰に入りうる物体であって制御対象物とすべきでない物体を確実に制御対象物から除外
することができる技術を提供することを本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するために成された請求項１に記載の制御対象物抽出装置において、
物体検出結果取得手段は、自車両の進行方向における監視対象領域に存在する１または複
数の物体の検出結果を取得し、追跡手段は、過去における各物体までの相対位置の検出結
果を参照して各物体の挙動を追跡する。そして、先行車両抽出手段は、１または複数の物
体のうちから自車両に対して先行して走行する先行車両を抽出し、候補抽出手段は、監視
対象領域のうちの自車両と先行車両との間の領域である車両間領域に位置する１または複
数の物体である対象物候補を抽出する。さらに、対象物判定手段は、各対象物候補のうち
の追跡手段によって追跡が開始されてからの時間を表す追跡時間が予め設定された追跡基
準時間以上である対象物候補を制御対象物として抽出するよう設定し、追跡時間が追跡基
準時間未満である対象物候補を制御対象物として抽出しないよう設定する。
【０００８】
　このような制御対象物抽出装置によれば、追跡基準時間以上検出されていた対象物候補
、即ち車両間領域に相対移動する前から検出されていた物体については、自車両が衝突す
る可能性がある物体であるものとして制御対象物とする。また、追跡基準時間未満だけ検
出されていた対象物候補、即ち車両間領域にて突然検出された物体については、先行車両
の陰（車両の下）から出現した静止物であって、かつ先行車両同様、自車両もその物体と
衝突することなくそのまま通過できるものとして、制御対象物とはしない。
【０００９】
　よって、マンホール等、先行車両の陰に入りうる物体であって制御対象物とすべきでな
い物体を確実に制御対象物から除外することができる。なお、先行車両抽出手段は、物体
の位置、大きさ、形状、テールライトの有無等を検出する手段による検出結果に基づいて
先行車両を抽出するようにすればよい。
【００１０】
　ところで、請求項１に記載の制御対象物抽出装置においては、請求項２に記載のように
、対象物判定手段は、制御対象物として抽出しないように設定した対象物候補については
、以後、前記制御対象物としては抽出しないようにしてもよい。
【００１１】
　このような制御対象物抽出装置によれば、一度、制御対象物として抽出しないよう設定
した対象物候補についての追跡時間が追跡基準時間以上になったとしても、制御対象物と
して抽出しないようにすることができる。よって、制御対象物とすべきでない物体を確実
に制御対象物から除外することができる。
【００１２】
　さらに、請求項１または請求項２に記載の制御対象物抽出装置においては、請求項３に
記載のように、自車両の速度および追跡手段による各物体の挙動の追跡結果から演算され
る各物体に対する相対速度に基づいて、各物体が静止しているか否かを判定する静止判定
手段、を備え、候補抽出手段は、追跡時間が追跡基準時間未満である対象物候補であって
も、静止していない対象物候補を制御対象物として抽出するよう設定するようにしてもよ
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い。
【００１３】
　このような制御対象物抽出装置によれば、静止している物体のみを制御対象物から除外
することができる。従って、先行車両から何らかの物体が落下してきた場合等、静止して
いない物体については制御対象物として設定することができる。
【００１４】
　また、請求項１～請求項３の何れかに記載の制御対象物抽出装置においては、請求項４
に記載のように、追跡手段による各物体の挙動の追跡結果に基づき前記先行車両までの相
対距離と前記各物体までの相対距離とを時系列に従って比較することによって、各物体が
自車両の走行車線上に位置する状態で車両間領域外から車両間領域内に進入したことを検
出する進入検出手段を備えていてもよい。この場合には、対象物判定手段は、各対象物候
補のうちの追跡時間が追跡基準時間以上である対象物候補であっても、進入検出手段によ
って進入したことが検出された物体である対象物候補を制御対象物として抽出しないよう
設定すればよい。
【００１５】
　このような制御対象物抽出装置によれば、看板など、自車両の走行車線上（例えば先行
車両の上方）を通過して車両間領域に進入した対象物候補は、先行車両が衝突することな
く通過できているので自車両もそのまま通過できるものと判断する。つまり、制御対象物
とはしない。よって、制御対象物をより精度よく検出することができる。
【００１６】
　また、請求項５に記載の発明は、制御対象物の運動状態に応じて自車両の運動状態を制
御する車両制御手段を備えた車両制御装置であって、制御対象物を抽出する手段として、
請求項１～請求項４の何れかに記載の制御対象物抽出装置を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　このような車両制御装置によれば、制御対象物を精度よく検出することができるので、
精度よく自車両の運動状態を制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明が適用された車両制御システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】対象物抽出処理を示すフローチャート（ａ）、および除外処理を示すフローチャ
ート（ｂ）である。
【図３】先行車両抽出処理を示すフローチャートである。
【図４】不要物体判定処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に本発明にかかる実施の形態を図面と共に説明する。
　［本実施形態の構成］
　図１は本発明が適用された車両制御システム１の概略構成を示すブロック図である。車
両制御システム１（車両制御装置）は、例えば乗用車等の車両（以下、「自車両」という
。）に搭載されたシステムであって、図１に示すように、制御部１０（制御対象物抽出装
置）がカメラ２１、レーダ２２、レーザセンサ２３と通信線５を介して接続されて構成さ
れている。また、制御部１０は、駆動対象３０（車両制御手段）にも接続されている。
【００２０】
　なお、カメラ２１、レーダ２２、およびレーザセンサ２３（以下、「レーダ２２等」と
もいう。）については、少なくとも何れかが備えられていればよい。カメラ２１は、自車
両の進行方向である前方を撮像可能に配置されており、撮像画像を制御部１０に送る。
【００２１】
　また、レーダ２２およびレーザセンサ２３は、例えば周知のミリ波レーダやレーザセン
サとして構成されており、電波や光波等の電磁波を自車両の前方に向けて放出し、その反
射波を検出することによって前方物体の位置および形状を検出する。また、レーダ２２お
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よびレーザセンサ２３は、物体の検出結果を制御部１０に送る。
【００２２】
　制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えた周知のマイコンとして構成されてお
り、ＣＰＵがＲＯＭやＲＡＭに格納されたプログラムに基づく処理を実施する。そして、
処理結果に応じて、例えばブレーキやステアリング、シートベルト巻き上げモータ等のア
クチュエータとして構成された駆動対象３０を駆動させる。
【００２３】
　［本実施形態による処理］
　このように構成された車両制御システム１においては、駆動対象３０を駆動させるため
に、レーダ２２等によって検出された物体のうちから自車両が制御対象とする制御対象物
を抽出する処理を実施する。この処理について、図２以下の図面を用いて説明する。
【００２４】
　図２（ａ）は制御部１０が実行する対象物抽出処理を示すフローチャート、図２（ｂ）
は対象物抽出処理のうちの除外処理を示すフローチャートである。また、図３は除外処理
のうちの先行車両抽出処理を示すフローチャート、図４は除外処理のうちの不要物体判定
処理を示すフローチャートである。
【００２５】
　対象物抽出処理は、イグニッションスイッチ等の車両の電源が投入されると開始され、
その後、定期的（例えば、５０ｍｓや１００ｍｓ毎）に起動される処理である。なお、本
処理が最初に実施されるときにおいて、本処理にて利用する各フラグおよびカウンタにつ
いては、全てクリア（０に設定）されているものとする。
【００２６】
　対象物抽出処理の詳細は、図２（ａ）に示すように、まず、自車両の進行方向における
監視対象領域に存在する１または複数の物体の検出結果を、カメラ２１、レーダ２２、レ
ーザセンサ２３等取得する（Ｓ１１０：物体検出結果取得手段）。この際、車速センサ（
図示省略）から車速の情報も取得する。
【００２７】
　なお、監視対象領域とは、レーダ２２等が物体を検出できる領域を示す。また、カメラ
２１から撮像画像を取得する場合においては、別途、パターンマッチング等を利用して撮
像画像中から物体を抽出する処理を実施しておき、この処理結果を取得する。
【００２８】
　続いて、レーダ２２等から取得した自車両の前方に位置する物体過去における各物体の
検出結果を参照して各物体の挙動を追跡して前方物体を確定する（Ｓ１２０：追跡手段）
。この際、今回の物体検出結果をＲＡＭ等のメモリに記録しておく。
【００２９】
　そして、前方物体のうち、マンホールや橋梁の継ぎ目、或いは車両上方の看板や案内板
等、車両が衝突することなくそのまま通過することができる物体や、車両の情報を通過す
る看板等の物体等、制御対象物として車両の運動状態を制御すると、自車両の乗員にとっ
て却って煩わしくなる物体を除外する除外処理を実施する（Ｓ１３０）。なお、除外処理
の詳細については後述する。
【００３０】
　続いて、前方物体のうちの不要物体として除外された物体（除外フラグが立てられた物
体）以外の物体を、制御対象物として特定し、この結果をＲＡＭ等のメモリに格納して（
Ｓ１４０）、対象物抽出処理を終了する。このような処理が終了すると、制御対象物との
相対速度や相対的な位置等を考慮して、自車両と制御対象物との衝突可能性が演算され、
必要に応じて駆動対象３０を作動させる処理（車両の運動状態を制御する処理）が実施さ
れる。
【００３１】
　次に、除外処理について図２（ｂ）を用いて説明する。除外処理では、まず、前方物体
のうちから自車両に対して先行して走行する先行車両を抽出する処理である先行車両抽出
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処理を実施する（Ｓ２１０：先行車両抽出手段）。
【００３２】
　この先行車両抽出処理は、図３に示すように、まず、自車両が直進走行中であるか否か
を判定する（Ｓ３１０）。具体的には、例えば、車速と走行路の推定半径とを利用して直
進走行中であるか否かを判定する。なお、詳細なパラメータ値としては、車速が２０ｋｍ
／ｈ以上であって、かつ走行路の推定半径が１０００ｍ以上であるか否か等を判定すれば
よい。また、走行路の推定半径は、ステアリング角を検出するステアリングセンサ（図示
省略）による検出結果や、カメラ２１による撮像画像から走行路の外縁を示す白線を抽出
する周知の処理によって求めればよい。
【００３３】
　自車両が直進走行中でなければ（Ｓ３１０：ＮＯ）、選択中の前方物体を先行車両の候
補として検出した回数を表す先行車両カウンタＪをリセット（０にセット）し（Ｓ３４０
）、後述するＳ３７０の処理に移行する。また、自車両が直進走行中であれば（Ｓ３１０
：ＹＥＳ）、各前方物体について先行車両条件が成立するか否かを判定する（Ｓ３２０）
。
【００３４】
　ここで、先行車両条件とは、前方物体から先行車両を抽出するための条件であって、例
えば、前方物体が自車両と同じ走行車線に存在する確率である自車線確率が５０％以上で
あること、かつ前方物体自車両前方物体までの距離が所定範囲内（例えば１０ｍ～１００
ｍの範囲内）であること、かつ移動している前方物体（絶対速度が２ｋｍ／ｈ以上の前方
物体）であること、かつ自車両と以前の処理で既に制御対象物として抽出している物体で
あること、等を示す。
【００３５】
　先行車両条件が成立する物体がなければ（Ｓ３２０：ＮＯ）、先行車両カウンタＪをリ
セットし（Ｓ３４０）、後述するＳ３７０の処理に移行する。また、先行車両条件が成立
する物体があれば（Ｓ３２０：ＹＥＳ）、先行車両カウンタＪをインクリメントし（Ｓ３
３０）、先行車両カウンタＪが５以上であるか否かを判定する（Ｓ３５０）。
【００３６】
　先行車両カウンタＪが５以上であれば（Ｓ３５０：ＹＥＳ）、先行車両を抽出した旨を
示す先行車両抽出フラグＫをインクリメントし（Ｓ３６０）、先行車両抽出処理を終了す
る。また、先行車両カウンタＪが５未満であれば（Ｓ３５０：ＮＯ）、先行車両抽出フラ
グＫをリセットし、先行車両抽出処理を終了する。
【００３７】
　このような先行車両抽出処理が終了すると、図２（ｂ）に戻り、先行車両が抽出された
か否かを判定する（Ｓ２２０）。具体的には、先行車両抽出フラグＫが１であるか否かを
判定する。先行車両が抽出されていなければ（Ｓ２２０：ＮＯ）、直ちに除外処理を終了
する。
【００３８】
　一方、先行車両が抽出されていれば（Ｓ２２０：ＹＥＳ）、前方物体のうちの１つを選
択し（Ｓ２３０）、この前方物体を不要物体判定処理を実施する（Ｓ２４０）。不要物体
判定処理は、図４に示す。なお、不要物体判定処理においては、Ｓ４２０，Ｓ４４０の処
理が本発明でいう候補抽出手段に相当し、Ｓ５１０，Ｓ５３０，Ｓ５７０～Ｓ５９０の処
理が対象物判定手段に相当する。また、Ｓ４２０の処理は、静止判定手段にも相当し、Ｓ
４２０，Ｓ４４０，Ｓ５１０，Ｓ５３０の処理は、進入検出手段に相当する。
【００３９】
　不要物体判定処理では、まず、選択中の物体を前方物体として連続して検出した回数を
表す物体検出カウンタＬをインクリメントする（Ｓ４１０）。そして、除外候補条件が成
立するか否かを判定する（Ｓ４２０）。
【００４０】
　ここで、除外候補条件とは、制御対象物として除外する可能性がある前方物体を抽出す
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るための条件であって、前方物体の位置や運動状態、或いは追跡状態（連続検出回数）に
応じて設定される。具体的に、除外候補条件が成立する場合とは、例えば、先行車両カウ
ンタＪが１以上であること、かつ物体検出カウンタＬが２以上であること、かつ静止して
いる前方物体（絶対速度が２ｋｍ／ｈ以上の前方物体）であることとの条件を満たし、か
つ自車線確率が５０％以上であること、または選択中の前方物体の横位置が先行車両の横
位置から基準横位置距離未満であること、のうちの少なくとも一方の条件を満たすことを
示す。
【００４１】
　なお、除外候補条件や、後述するＳ５６０の処理等において、カウンタ値が２以上のも
のを採用し、カウンタ値が１のものを採用しないようにしているのは、ノイズ等による誤
検出を防止するためである。つまり、本実施形態では、２回以上連続して検出されれば、
実際に物体が存在する蓋然性が高いものとし、物体として認識するようにしている。
【００４２】
　ただし、物体を認識する際のカウンタ値については、任意に設定することができる。ま
た、上記の処理において、前方物体が静止していることを検出するには、各物体の挙動の
追跡結果に基づいて判断すればよい。
【００４３】
　除外候補条件が成立しなければ（Ｓ４２０：ＮＯ）、後述する看板仮カウンタＭ、看板
カウンタＮ、路面物カウンタＰをリセットし（Ｓ４３０）、後述するＳ５８０の処理に移
行する。また、除外候補条件が成立すれば（Ｓ４２０：ＹＥＳ）、選択中の前方物体まで
の距離と先行車両までの距離とを比較する（Ｓ４４０）。
【００４４】
　先行車両までの距離が選択中の前方物体までの距離未満であれば（Ｓ４４０：ＮＯ）、
後に看板であると判定される可能性がある旨を示す看板仮カウンタＭをインクリメントし
（Ｓ４５０）、後述するＳ５８０の処理に移行する。なお、本処理では前方物体の挙動の
追跡しつつ、Ｓ４５０の処理にて看板仮カウンタＭをインクリメントしているので、次に
Ｓ４４０の処理を実施したときに、この物体が自車両の走行車線上に位置する状態で車両
間領域外から車両間領域内に進入したことを検出できるようにしている。
【００４５】
　また、先行車両までの距離が選択中の前方物体までの距離以上であれば（Ｓ４４０：Ｙ
ＥＳ）、選択中の前方物体は、監視対象領域のうちの自車両と先行車両との間の領域であ
る車両間領域に位置する（対象物候補）。このような前方物体が、路面上に位置する路面
物であるか、看板等、車両の上方に位置する物体であるか、或いはどちらとも特定できな
い物かを、以下の処理において判定する。
【００４６】
　まず、物体検出カウンタＬが４以上であるか否かを判定する。物体検出カウンタＬが４
未満であれば（Ｓ５１０：ＮＯ）、先行車両の下から突然現れた物体である物と判断して
路面物カウンタＰをインクリメントし（Ｓ５２０）、Ｓ５６０の処理に移行する。また、
物体検出カウンタＬが４以上であれば（Ｓ５１０：ＹＥＳ）、看板仮カウンタＭおよび看
板カウンタＮの値を判定する（Ｓ５３０）。
【００４７】
　看板仮カウンタＭが２未満であって、かつ看板カウンタＮが２未満であれば（Ｓ５３０
：ＮＯ）、後述するＳ５８０の処理に移行する。また、看板仮カウンタＭが２以上であっ
て、または看板カウンタＮが２以上であれば（Ｓ５３０：ＹＥＳ）、看板カウンタＮをイ
ンクリメントし（Ｓ５４０）、路面物カウンタＰと看板カウンタＮの値を判定する（Ｓ５
６０）。
【００４８】
　路面物カウンタＰまたは看板カウンタＮが２以上であれば（Ｓ５６０：ＹＥＳ）、車両
間領域に位置する前方物体が路面物や看板等の制御対象物とすべきでない不要物体である
と判断し、制御対象物から除外する旨の除外フラグＱを１にセットし（Ｓ５７０）、不要
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物体判定処理を終了する。また、路面物カウンタＰおよび看板カウンタＮがそれぞれ２未
満であれば（Ｓ５６０：ＮＯ）、除外フラグＱの状態を判定する（Ｓ５８０）。
【００４９】
　除外フラグＱが１にセットされていれば（Ｓ５８０：ＹＥＳ）、除外フラグＱを１のま
まにセットして（Ｓ５７０）、不要物体判定処理を終了する。また、除外フラグＱが０に
セットされていれば（Ｓ５８０：ＮＯ）、除外フラグＱを０のままにセットして（Ｓ５９
０）、不要物体判定処理を終了する。
【００５０】
　このような不要物体判定処理が終了すると、図２（ｂ）に戻り、全ての前方物体を選択
したか否かを判定する（Ｓ２５０）。何れかの前方物体を選択していなければ（Ｓ２５０
：ＮＯ）、未選択の前方物体のうちの何れかの前方物体を選択し（Ｓ２６０）、Ｓ２４０
以下の処理を繰り返す。
【００５１】
　また、全ての前方物体を選択していれば（Ｓ２５０：ＹＥＳ）、除外処理を終了する。
　［本実施形態による効果］
　以上のように詳述した車両制御システム１において、制御部１０は、対象物抽出処理に
て、自車両の進行方向における監視対象領域に存在する１または複数の物体の検出結果を
取得し、過去における各物体の検出結果を参照して各物体の挙動を追跡する。そして、制
御部１０は、１または複数の物体のうちから自車両に対して先行して走行する先行車両を
抽出し、監視対象領域のうちの自車両と先行車両との間の領域である車両間領域に位置す
る１または複数の物体である対象物候補を抽出する。
【００５２】
　さらに、制御部１０は、各対象物候補のうちの追跡が開始されてからの時間を表す追跡
時間（物体検出カウンタＬの値）が予め設定された追跡基準時間（Ｌ＝４）以上である対
象物候補を制御対象物として抽出するよう設定し、追跡時間が追跡基準時間未満である対
象物候補を制御対象物として抽出しないよう設定する。
【００５３】
　このような車両制御システム１によれば、追跡基準時間以上検出されていた対象物候補
、即ち車両間領域に相対移動する前から検出されていた物体については、自車両が衝突す
る可能性がある物体であるものとして制御対象物とする。また、追跡基準時間未満だけ検
出されていた対象物候補、即ち車両間領域にて突然検出された物体については、先行車両
の陰（車両の下）から出現した静止物であって、かつ先行車両同様、自車両もそのままそ
の物体と衝突することなく通過できるものとして、制御対象物とはしない。
【００５４】
　よって、マンホール等、先行車両の陰に入りうる物体であって制御対象物とすべきでな
い物体を確実に制御対象物から除外することができる。
　また、車両制御システム１において、制御部１０は、制御対象物として抽出しないよう
に設定した対象物候補については、原則として、以後、前記制御対象物としては抽出しな
い。
【００５５】
　このような車両制御システム１によれば、一度、制御対象物として抽出しないよう設定
した対象物候補についての追跡時間が追跡基準時間以上になったとしても、制御対象物と
して抽出しないようにすることができる。よって、制御対象物とすべきでない物体を確実
に制御対象物から除外することができる。
【００５６】
　さらに、車両制御システム１において、制御部１０は、各物体の挙動の追跡結果に基づ
いて、各物体が静止しているか否かを判定し、静止していない対象物候補のみを抽出する
。
　このような車両制御システム１によれば、静止している物体のみを制御対象物から除外
することができる。
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【００５７】
　また、車両制御システム１において、制御部１０は、各物体の挙動の追跡結果に基づい
て、各物体が自車両の走行車線上に位置する状態で車両間領域外から車両間領域内に進入
したことを検出する。そして、各対象物候補のうちの追跡時間が追跡基準時間以上である
対象物候補であっても、自車両の走行車線上に位置する状態で車両間領域外から車両間領
域内に進入したことが検出された物体である対象物候補を制御対象物として抽出しないよ
う設定する。
【００５８】
　このような車両制御システム１によれば、看板など、自車両の走行車線上（例えば先行
車両の上方）を通過して車両間領域に進入した対象物候補は、先行車両が通過できている
ので自車両もそのまま通過できるものと判断する。つまり、制御対象物とはしない。よっ
て、制御対象物をより精度よく検出することができる。
【００５９】
　また、車両制御システム１においては、制御対象物の運動状態に応じて自車両の運動状
態を制御する駆動対象３０を備えている。
　このような車両制御システム１によれば、制御対象物を精度よく検出することができる
ので、精度よく自車両の運動状態を制御することができる。
【００６０】
　［その他の実施形態］
　本発明の実施の形態は、上記の実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的
範囲に属する限り種々の形態を採りうる。
【００６１】
　例えば、上記実施形態において、先行車両条件や除外候補条件については、任意に設定
することができる。また、各判定における閾値についても、各処理が実行される周期等に
応じて最適な値を選択することができる。
【符号の説明】
【００６２】
　１…車両制御システム、５…通信線、１０…制御部、２１…カメラ、２２…レーダ、２
３…レーザセンサ、３０…駆動対象。
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